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【
加
入
の
届
け
出
に
必
要
な
も
の
】

①
本
市
に
転
入
し
た
と
き

　

印
か
ん
・
転
出
証
明
書

②
他
の
健
康
保
険
な
ど
を
離
脱
し
た
と
き

　
	

印
か
ん
・
社
会
保
険
等
の
資
格
喪
失
証

明
書

③
生
活
保
護
を
廃
止
さ
れ
た
と
き

　

印
か
ん
・
保
護
廃
止
決
定
通
知
書

④
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き

　

	

印
か
ん
・
国
民
健
康
保
険
・
母
子
健
康

手
帳

※	

①
②
で
退
職
者
医

療
制
度
に
該
当
す

る
60
歳
か
ら
64
歳

の
人
（
厚
生
年
金

な
ど
の
年
金
を
受

け
ら
れ
る
人
で
、

そ
の
加
入
期
間
が

20
年
以
上
、
も
し

く
は
40
歳
以
降
10

年
以
上
あ
る
65
歳

未
満
の
人
）
は
、

加
入
月
数
が
わ
か

る
年
金
証
書
な
ど

が
必
要
で
す
。

　

わ
が
国
で
は
、
病
気
の
と
き
や
事
故
に

あ
っ
た
と
き
の
高
額
な
医
療
費
の
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
、	

原
則
的
に
す
べ
て
の
国

民
が
次
の
い
ず
れ
か
の
公
的
医
療
保
険
に

加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
国
民
皆
保

険
制
度
」
が
確
立
し
て
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
民
間
の
生
命
保
険
や
医

療
保
険
に
加
入
し
て
い
て
も
、
公
的
医
療

保
険
に
必
ず
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
本
市
に
お
住
ま
い
で
、
他
の
公
的
医

療
保
険
に
加
入
で
き
な
い
人
は
、
必
ず
国

民
健
康
保
険
の
加
入
の
届
け
出
を
お
願
い

し
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険

　
（
自
営
業
者
、
年
金
受
給
者
な
ど
）

●	

全
国
健
康
保
険
協
会
、
組
合
管
掌
健
康
保
険

　
（
会
社
員
な
ど
）

●
国
民
健
康
保
険
組
合

　

	（
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
建
設
関

係
な
ど
）

●
各
種
共
済
組
合
な
ど

　
（
公
務
員
、
私
立
学
校
教
職
員
）

●
船
員
保
険

●
長
寿
（
後
期
高
齢
者
）
医
療
制
度

　

国
民
健
康
保
険
で
は
、
医
療
費
の
一
部
負

担
金
の
支
払
義
務
を
負
う
世
帯
主
、
ま
た
は

そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
が
、
次
の
①
～
④
に
該
当
し
、
そ
の
世

帯
全
員(

被
保
険
者
以
外
も
含
む
）
の
収
入

が
一
定
基
準
を
超
え
な
い
世
帯
は
、
国
民
健

康
保
険
法
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
の
減
免
・

徴
収
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①	

震
災
、
風
水
害
、
火
災
、
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
災
害
に
よ
り
死
亡
し
、
心
身
障

が
い
者
と
な
り
、
ま
た
は
資
産
に
重
大
な

損
害
を
受
け
た
と
き
。

②	

干
ば
つ
、
冷
害
、
凍
霜
雪
害
な
ど
に
よ
る

農
作
物
の
不
作
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
理
由
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た

と
き
。

③	

事
業
ま
た
は
業
務
の
休
廃
止
、
失
業
な
ど

(

定
年
退
職
、
ま
た
は
自
己
都
合
な
ど
に

よ
る
退
職
を
除
く)

に
よ
り
収
入
が
著
し

く
減
少
し
た
と
き
。

④	

①
か
ら
③
に
掲
げ
る
事
由
に
類
す
る
事
由

が
あ
っ
た
と
き
。

●
減
免
の
基
準　

次
の
３
区
分
で
す
。

　

減
額
（
一
部
免
除
）

　

	

世
帯
の
実
収
入
額
が
基
準
生
活
費
の

１
１
０
％
を
超
え
１
１
５
％
以
下
の
世

帯
に
つ
い
て
は
一
部
負
担
金
の
７
割
を
、

１
１
５
％
を
超
え
１
２
０
％
以
下
の
世
帯
に

つ
い
て
は
一
部
負
担
金
の
４
割
を
、
３
カ
月

以
内
の
期
間
に
お
い
て
減
額
し
ま
す
。

●
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は

　

新
薬
（
先
発
医
薬
品
）
の
特
許
が
切
れ
た
後
、
同
じ
有
効

成
分
を
使
用
し
て
製
造
さ
れ
る
後
発
薬
品
の
こ
と
で
す
。
開

発
費
用
を
少
な
く
で
き
る
た
め
、
効
き
目
や
安
全
性
は
先
発

薬
品
と
同
等
で
あ
り
な
が
ら
、
低
価
格
で
販
売
さ
れ
ま
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
厚
生
労
働
省
で
承
認
さ
れ
て
お
り
、

普
及
す
る
こ
と
で
医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
を
減
ら
し
、
年
々

増
え
る
医
療
費
を
減
ら
す
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
カ
ー
ド
の
使
用
方
法

　

希
望
カ
ー
ド
を
診
察
時

に
医
師
に
見
せ
る
こ
と
で
、

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に

変
更
す
る
意
思
が
あ
る
こ

と
が
簡
単
に
伝
わ
り
ま
す
。

　

な
お
、
治
療
内
容
に
よ
っ

て
は
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
が
適
さ
な
い
場
合
や
、
す

べ
て
の
治
療
薬
に
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
が
あ
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

医
師
と
ご
相
談
の
上
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

●
臓
器
移
植
と
は

　

臓
器
移
植
は
重
い
病
気
や
事
故
な
ど
で

臓
器
の
機
能
が
低
下
し
、
移
植
で
し
か
治

療
で
き
な
い
人
と
、
死
後
に
臓
器
を
提
供

し
て
も
い
い
と
い
う
人
を
結
ぶ
医
療
で

す
。
第
三
者
の
善
意
に
よ
る
臓
器
の
提
供

が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
ち
ま
せ
ん
。

　

臓
器
提
供
は
、
脳
死
後
あ
る
い
は
心
臓

が
停
止
し
た
死
後
に
で
き
ま
す
。

●
記
入
に
あ
た
っ
て
の
注
意
点

①	

臓
器
提
供
意
思
表
示
欄
の
記
入
は
任
意

で
あ
り
、
記
入
を
義
務
付
け
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

②	

臓
器
提
供
意
思
表
示
欄
へ
の
記
入
の
有

無
に
よ
り
、
受
け
ら
れ
る
医
療
の
内
容

に
違
い
が
生
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③	

臓
器
提
供
意
思
表
示
欄
の
記
入
内
容

は
、
臓
器
移
植
法
に
規
定
す
る
書
面
に

よ
る
意
思
表
示
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

ま
す
。
平
成
22
年
７
月
17
日
か
ら
ご
本

人
の
臓
器
提
供
の
意
思
が
不
明
な
場
合

も
、
ご
家
族
の
承
諾
が
あ
れ
ば
臓
器
提

供
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
15
歳
未
満
の
人
か
ら
の
脳
死

後
の
臓
器
提
供
も
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

	　

な
お
、
提
供
し
な
い
意
思
に
つ
い
て

は
、
15
歳
未
満
の
人
の
意
思
表
示
も
有

効
で
す
。

④	

臓
器
提
供
意
思
表
示
欄
を
記
入
し
た
後

で
あ
っ
て
も
、
い
つ
で
も
臓
器
提
供
へ

の
意
思
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
の
場
合
は
二
重
線
で
消
し
て
か

ら
、
改
め
て
変
更
後
の
意
志
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

免
除

　

	

世
帯
の
実
収
入
額
が
基
準
生
活
費
の

１
１
０
％
以
下
の
世
帯
に
つ
い
て
は
、
一

部
負
担
金
を
３
カ
月
以
内
の
期
間
に
お
い

て
免
除
し
ま
す
。

徴
収
猶
予

　

	

世
帯
の
実
収
入
額
が
基
準
生
活
費
の

１
３
０
％
以
下
の
世
帯
に
つ
い
て
は
、
一

部
負
担
金
の
徴
収
が
６
カ
月
以
内
の
期
間

に
お
い
て
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

※	

実
収
入
額
と
は
、
生
活
保
護
法
の
規
定

に
よ
る
保
護
開
始
時
の
要
否
判
定
に
用

い
ら
れ
る
収
入
の
認
定
額
を
い
い
ま
す
。

　

※	

基
準
生
活
費
と
は
、
生
活
保
護
法
に
よ

る
保
護
の
基
準
に
基
づ
き
算
出
し
た
保

護
開
始
時
の
要
否
判
定
に
用
い
ら
れ
る

最
低
生
活
費
を
い
い
ま
す
。

●
申
請
お
よ
び
承
認
の
方
法

　

	

免
除
な
ど
の
措
置
を
受
け
よ
う
と
す
る
世

帯
主
は
、
国
民
健
康
保
険
一
部
負
担
金
減

免
等
申
請
書
に
、
次
の
書
類
を
添
付
し
て

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
さ
れ
た
書
類

な
ど
に
基
づ
き
調
査
を
行
な
い
、
承
認
を

決
定
し
ま
す
。

・
申
請
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

　
（
火
災
、
離
職
な
ど
の
証
明
書
）

・	

世
帯
構
成
お
よ
び
収
入
見
込
額
、
資
産
の

状
況
申
告
書

・	

そ
の
他
（
誓
約
書
、
収
入
認
定
の
た
め
の

書
類
な
ど
）

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

必
ず
い
ず
れ
か
の

公
的
医
療
保
険
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

医
療
機
関
で
支
払
う
医
療
費
一
部
負
担
金
の

減
額
、免
除
、徴
収
猶
予
制
度

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

希
望
カ
ー
ド
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

保
険
証
で
臓
器
移
植
の
意
思
表
示
が
で
き
ま
す

　

３
月
に
郵
送
し
た
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
に

同
封
し
て
、「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
カ
ー
ド
」

を
配
付
し
ま
し
た
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後
発

医
薬
品
）
の
使
用
促
進
の
た
め
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

臓
器
移
植
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
に「
臓
器
提
供
意
思
表
示
欄
」が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

３
月
に
郵
送
し
ま
し
た
被
保
険
者
証
の
裏
面
の
臓
器
提
供
意
思
表
示
欄

に
記
入
す
る
こ
と
で
、
臓
器
提
供
に
関
す
る
意
思
表
示
が
で
き
ま
す
。

　

臓
器
提
供
意
思
表
示
欄
に
記
入
し
た
後
、
上
か
ら
貼
り
付
け
る
「
個

人
情
報
保
護
シ
ー
ル
」
は
、
被
保
険
者
証
の
郵
送
時
に
同
封
し
て
い
ま

す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
個
人
情
報
保
護
シ
ー
ル
を
紛
失
し
た
場
合
は
、
合
志
庁
舎
の

総
合
窓
口
、
西
合
志
庁
舎
の
健
康
づ
く
り
推
進
課
、
泉
ヶ
丘
支
所
、
須

屋
支
所
で
受
け
取
れ
ま
す
。

個人情報保護シール

国民健康保険被保険者証の裏面

問
い
合
わ
せ
先　

健
康
づ
く
り
推
進
課 

国
保
年
金
班(

西
合
志
庁
舎)　

☎（
２
４
２
）１
１
８
３
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